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質問１．区画整理地内の土地で共有名義となった理由は何ですか 

〔お答え〕 平成 16年 2月（法務省民事局から通知）以前は従前地が分筆できなかったことがあり， 

元々１筆の土地にたくさんの所有者が存在することになりました。 

例えば，区画整理地内の土地で，元々大きな土地を所有していた方が土地を分譲（宅 

建業者に依頼）しようとした場合，法務局に備えてある公図と現況（場所）や形状が区 

画整理事業により変更され，元々の土地の形状が現場で確認できないといった理由から， 

分筆登記にて元々の公図に分筆する線を記すことが，法務局では認めていませんでした。 

このため，一人ひとりの所有権を分けて登記する事ができず，多数の方が元々の土地１ 

筆に所有権が連なり，止むを得ず共有名義とならざるを得ませんでした。 

  しかし，現在（平成１８年９月以降）は，土地家屋調査士が作成した地積測量図に， 

現況図に基づいて作成した地積測量図であることを確認したという施行者の証明があ 

れば従前地分筆が認められておりますので，共有名義となる問題は解消されております。 

 

 （例） 

◎ 元々の土地が，区画整理にて仮換地指定のとおり整備された土地が使えるようになったと

します。 

  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 

（ 仮換地指定のとおり整備された土地 ）  （ 区画整理前の土地＜公図＞ ）  

ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 
ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 

仮換地（街区１０ 符号１） 

整備された仮換地（街区１０ 符号１）を４つに分割して，譲渡したい！ 

※ 次ページに続く 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２－ 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１，２，４，５ 

ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 

仮換地（街区１０ 符号１，符号３，符号４，符号５） 

 

○４つの土地を４人で共有する 

ことになっています。 

○１つの土地を４人で共有する 

ことになっています。 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１ 

①（施行者に仮換地変更を依頼しなかった土地） ②（施行者に仮換地変更を依頼した土地） 

ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 

仮換地（街区１０ 符号１） 

（従前地分筆が認められない土地＜公図＞）  

②（施行者に仮換地変更を依頼した土地） 

※ １ページの続き 

①（施行者に仮換地変更を依頼しなかった土地） 

区画整理事業完了（換地処分） 

※次ページに続く 

 

ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 

（従前地分筆が認められず共有名義となった土地＜公図＞） 

＜換地処分後の公図の状況＞ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－３－ 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１，２，４，５ 

○共有が解消されました。  ○共有が解消されました。  

 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１ 

○４つの土地を４人で共有することとなって 

おります。共有解消には共有物分割登記が 

必要です。  

○1つの土地を４人で共有することとなっており 

ます。共有解消には分筆登記と共有物分割登記 

が必要です。  

※２ページの続き 

②（施行者に仮換地変更を依頼した土地）  

＜換地処分後の登記事項証明書の状況から共有解消に至るまで＞ 

①（施行者に仮換地変更を依頼しなかった土地） 

 

 
 

共有物分割登記 

換地処分後の土地を分筆登記 

共有物分割登記 

 
 

  

 

 

 

  



質問２．共有名義にしていると，どういう問題があるのですか 

〔お答え１〕固定資産税・都市計画税における共有資産の納税については，土地区画整理事業の施行

区域内の場合，従来は分筆登記ができなかったため，例外として共有者全員の申請に基づ

き分割した納税通知書が送付されていますが，事業が完了すると共有資産分割納付が解除

され，一般の共有名義と同様の納付方法に変更となります。 

※詳細は資産税課に確認願います。 

〔お答え２〕お持ちになっている土地が複数人の共有持分で設定され，持分に応じて公図が分割され

ていない場合は，不動産登記上でご自分の土地の所在を特定する事が困難であるばかりで

なく，今後，境界等について共有者相互でトラブルになる可能性もあります。 

〔お答え３〕相続等が発生すると共有者の名義が変わるなど，権利者数が増加する複雑な土地になり

ます。 

      このような状態が続けば，更に相続等により権利者が増加し，共有名義の解消をする事

が困難になる場合があります。 

〔お答え４〕土地を共有するということは，登記されている土地の一つを複数人で共有することにな 

りますので，共有者の一人が金融機関等から融資を受けた場合（他の共有者に債権は及び 

ません），それぞれの共有地に，共有持分に応じて抵当権が設定されていることになります。

※下記（例）を参照してください。 

 

（例） 区画整理前の土地「ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番」を４人で共有し，仮換地 

４筆（街区１０ 符号１，符号３，符号４，符号５）をそれぞれが使用し，そのうちの共 

有者Ａが融資を受け抵当権を設定した場合，実際の権利は他の共有地にも共有者Ａ持分の 

抵当権が設定されていることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

共有者Ａが抵当権を設定した場合の仮換地 共有者Ａが抵当権を設定した場合の登記事項証明書 

 

 



質問３．現在施行中の区画整理地区内において，現況が公図上の場所に 

存在しなくても分筆ができるのですか 

〔お答え〕平成１６年２月２３日付で法務省民事局より，「土地区画整理事業施行地内の土地の分筆登

記の取り扱について」各法務局長宛に通知があり，「分筆登記の際に作成する地積測量図は，区

画整理事業施行者が保管している実測図に基づいて作成されている」ことを，区画整理事業施

行者が証明すれば要件を満たすものとして認められることになりました。 

   ひたちなか市では水戸地方法務局と調整を行い，土地家屋調査士等が区画整理事業で作成し

た現況図に基づいて地積測量図を作成し，その地積測量図を施行者（市）が証明すれば，元々

の場所（公図の場所）に現況が存在しなくなっていたとしても，その証明をもって分筆登記を

することが平成１８年９月よりできるようになりました。 

   このことにより，下記の例のとおり登記された土地（従前地）１筆に対して１つずつの仮換

地とすることが可能となり，土地を共有する必要がなくなりました。 

 

 （例） 

◎ ここでは，区画整理を整備する前から仮換地指定され，区画整理により整備がされた後に

土地（仮換地）を４分割し，共有名義とならないように分譲する手続きについての流れの例

をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－５－ 

○区画整理前のため，現況は公図と変わりません。 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 

※次ページに続く 

 

区画整理前の土地＜従前地＞（公図） 

 

区画整理事業による仮換地指定（施行者） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－６－ 

○地積測量図は土地家屋調査士が作成します。 

 地積測量図に，施行者から区画整理の現況図に基づ

いて作成されたことについての証明（地積測量図中，

赤枠赤字）があれば従前地分筆が可能となりました。 

○区画整理により整備され，現況が公図と変わりました。 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番 仮換地（街区１０ 符号１） 

所有者Ａが，仮換地（街区１０符号１）を分割して，譲渡したい。 

従前地１０００番を４つに分筆登記します。（従前地分筆） 

※５ページの続き 

従前地分筆登記（地積測量図作成） 

区画整理施行中の土地(整備済) 

 

※次ページに続く 

 

施行者の証明です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－７－ 

○分筆登記が完了し，公図も４つに切れました。 

 

従前地分筆登記申請（水戸地方法務局） 

 

 

 

※６ページの続き 

従前地分筆登記が完了したことにより，仮換地

（街区１０符号１）を４つに分割します。 

仮換地分割（仮換地変更願提出） 

 

※次ページに続く 

 

従前地分筆登記完了 

○施行者（市）に備えてあります「仮換地変更願」に

より，施行者に仮換地の分割を依頼します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－８－ 

○それぞれの土地に，それぞれの所有権として 

登記されました 

 

○仮換地が４つに分割されました。 

 

所有権移転登記申請（水戸地方法務局） 

※７ページの続き 

仮換地（街区１０ 符号３，符号４，符号５）を分譲した 

結果，Ｂ，Ｃ，Ｄに譲渡することになった。 

 

※ 次ページに続く 

 

仮換地指定変更(施行者) 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番１ 仮換地（街区１０ 符号１） 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番２ 仮換地（街区１０ 符号３） 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番３ 仮換地（街区１０ 符号４） 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番４ 仮換地（街区１０ 符号５） 

 

○上記図は公図上に所有者を示した 

イメージ図です。 

 

 

 

 
 

所有権移転登記完了 
登記事項証明書 

公 図 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－９－ 

○それぞれの土地が，公図上や仮換地上も明確になり， 

それぞれの土地の所有権も明確になりました。 

※１５ページの参考資料も併用してご覧ください。 

 

○施行者（市）に備えてあります「仮換地変更願」に

より，施行者に仮換地の所有権移転を依頼します。 

 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番１ 仮換地（街区１０ 符号１）所有者Ａ 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番２ 仮換地（街区１０ 符号３）所有者Ｂ 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番３ 仮換地（街区１０ 符号４）所有者Ｃ 

・土地：ひたちなか市大字◎◎字▲▲１０００番４ 仮換地（街区１０ 符号５）所有者Ｄ 

 

所有権移転 

（仮換地変更願提出） 

 

仮換地指定変更（施行者） 

※ ８ページの続き 

 



質問４．施行者（市）で共有解消ができないのですか  

〔お答え〕換地処分に伴う登記においては，土地の登記事項証明書では，表題部（１１ページ参照。

③から⑥まで）の書き換えまでが法令で認められております。 

そのため，土地の登記事項証明書に記載されている所有権（甲区※１１ページ参考図⑧）

や所有権以外の権利（乙区※１１ページ参考図⑨）についての権利の移動等の内容の変更

は，施行者（市）では行えないことになっております。 

しかしながら，土地所有者の方々におかれましては，共有解消をするための手続が複 

雑で不明な点も多々あると思われますので，施行者（市）では登記申請や手法等につい 

ての相談や支援を行ってまいります。 

１．施行中に行う場合は．．．． 

・ 区画整理を施行している間に共有を解消する場合は，登記されている土地（従前地）の「分

筆登記」と「共有物分割登記」を行って頂くことになります。 

・分筆登記 ⇒ 土地家屋調査士に依頼   ・共有物分割登記 ⇒ 司法書士に依頼 

                     ※１２ページから１３ページを参照願います。 

 

 ２．施行後（換地処分後）に行う場合は．．．． 

  ◎ 施行完了後（換地処分後）に行う場合は，２つのケースがありますので注意して進めて 

ください 

（１）換地が現況に応じて分割されていない場合 

・ 本来であれば，土地所有者が区画整理施行者に仮換地を複数に分割する仮換地変更願を申

し出て売買等が行われていれば良いのですが，何らかの理由で，土地所有者が仮換地を複数

分割せずに，仮換地に明示された現況の土地１筆の中に，独自に境界杭を埋設して売買等が

行われている事例があります。 

そのような場合は，「施行中に行う場合」と同様に「分筆登記」と「共有物分割登記」が必 

要になります。 

 

・分筆登記 ⇒ 土地家屋調査士に依頼 ・共有物分割登記 ⇒ 司法書士に依頼 

※１４ページを参照願います。 

 

 （２）換地が現況に応じて分割されている場合 

・ 元々の土地所有者が，区画整理施行者に仮換地を複数に分割する仮換地変更願を申し出て，

仮換地を複数に分けた状態で仮換地変更指定を受け，換地処分を受けた場合は分筆登記は必

要ありません。 

しかし，これまで説明していますように，従前地分筆の手続ができなかった土地（平成１

８年９月以前に分筆），若しくはそれ以降であってもこれらの作業を行われない場合など，登

記上において共有名義となっている土地があります。 

この場合は，「共有物分割登記」を行って頂くことになります。 

 

    ・共有物分割登記 ⇒ 司法書士に依頼  ※１４ページを参照願います。 

－１０－ 



 ＜参考＞換地処分にともなう登記で，施行者が職権で書き換え可能な箇所について 

  ・ 区画整理事業が完了（換地処分）し，その換地処分に伴う登記で施行者が職権で書き換 

えることが法令で認められているのは，区画整理事業により変更となった，下記中の①表 

題部に書かれている部分の，③所在，④地番，⑤地目（※ただし農地は農地法の届出が出 

されていないと不可），⑥地積が対象になります。 

また，⑦原因及びその日付につきましては，換地処分の日付が記載されます。 

※②は法務局で付記します。 

 このようなことから，⑧（所有権）や⑨（抵当権等）の各権利部分は，区画整理事業によ

り権利が変更することはありませんので，権利者に無断で書き換えることは法令で認められ

ておりません。 

 ⑩⑪については，従前の土地１筆に対しまして複数の換地にした場合において，その従前

地に質権や抵当権が設定された場合には，共同担保目録に記載されます。 

 

 
－１１－ 



質問５．施行中に共有を解消するための進め方を教えてください 

〔お答え〕５～９ページで解説いたしましたとおり，区画整理事業により土地（区画整理前の土地）

の現況や形状が変更されたため，元々の場所（公図の場所）に現況が存在しなくなったとい

うような土地でも，従前地の分筆が可能となりましたので，どのように手続を進めるのか，

次のとおりその流れをお示しいたします。 

 

１．区画整理施行中に共有を解消するための分筆の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１２－ 

①共有者が共有地を解消したいため， 

共有者全員で協議（負担割合等） 

②共有者が共有解消に伴う従前地分筆 

 を行うため土地家屋調査士に依頼 

※依頼費用は共有者が負担 

③土地家屋調査士が，市に事務手続きや

流れについて相談 

④土地家屋調査士が共有者全員の委任状を 

取りまとめ，市に従前地分筆に必要な資 

料の作成依頼 

（委任状には実印押印および共有者全員 

 の印鑑証明の添付が必要です） 

⑤市が分筆資料を作成 

分筆可能 分筆不可 

④区画整理事業に支障が生じる分筆 

と判断された場合は，分筆不可と 

なります 

場合は，分筆はできません 

⑥分筆資料完成後，土地家屋調査士が地

積測量図や分筆登記申請書を作成し，

市が地積測量図を証明する 

※ 次ページに続く 

 

※ 分筆資料とは，各仮換地面積に対する分筆

する各従前地面積を計算し，提供する資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．区画整理施行中に共有を解消するための共有物分割登記の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１３－ 

※ １２ページの続き 

⑦土地家屋調査士が法務局に分筆登記 

申請 

※登記手数料（登録免許税）は，共有者 

 が負担 

⑨分筆登記完了後，共有を解消するため 

共有物分割登記を司法書士に依頼 

※依頼費用は共有者が負担 

⑩司法書士が共有物分割登記申請書を 

作成し，法務局に登記申請 

※登記手数料（登録免許税）は，共有者 

が負担 

⑫共有物分割登記申請が完了後，区画整理

の台帳等を変更するため，仮換地指定 

変更願を市に申請 

⑬市が仮換地指定変更通知を各権利者に

送付 

 

⑭区画整理担当部署から固定資産税担当

部署に仮換地指定変更になった事を 

報告。 

⑧分筆登記の完了 

※ 施行中に共有を解消する場合は，１５ページの参考資料も併用してご覧ください。 

 

⑪共有物分割登記完了 



質問６．施行後（換地処分後）に共有を解消するための進め方を教えてください 

 〔お答え〕質問５でお答えしていますように，基本的には区画整理施行中の事務処理の流れと変 

わりません。 

※１２ページから１３ページを参照願います。ただし，換地処分後につきましては，③か 

ら⑥の手続はありません。 

     ただし，換地が現況に応じて分割されている場合は，分筆作業が必要有りませんので共

有物分割登記のみとなります。 

※共有分割登記については，１３ページ「２．区画整理施行中に共有を解消するための共

有物分割登記の流れ」を参照願います。ただし，換地処分後につきましては，⑫から⑭

の手続はありません。 

 

 

 

 

〔ご注意〕 

  この解説版としてご案内をさせていただいた内容は，あくまで共有名義の解消の 

手続を進めるものとして作成したものです。記載されている考え方や説明は一般的 

なものであり，個別の土地譲渡などおのずとあてはまらないところもありますし， 

場合によっては不適切な表現になっていることもありますのでご注意願います。 

 

 

〔お問い合わせ先〕 

ひたちなか市 都市整備部 区画整理事業所 

TEL ：０２９－２７３－０１１１（代表） 

 ・六ッ野地区     区画整理事業課 （内線 1371～1373） 

 ・佐和駅中央地区 区画整理事業課 （内線 1371～1373） 

 ・佐和駅東地区  区画整理一課   （内線 6513～6514） 

 ・武田地区    区画整理一課   （内線 6513～6514） 

 ・東部第１地区  区画整理二課   （内線 6516～6517） 

 ・東部第 2地区  区画整理二課   （内線 6517～6518） 

 ・阿字ヶ浦地区  那珂湊地区土地区画整理事務所 （内線 242～244） 

 ・船窪地区    那珂湊地区土地区画整理事務所 （内線 242～244） 

  

開庁時間：午前８時３０分から午後５時３０分（土・日・祝日を除く） 

 

 

 

－１４－ 

※ 施行後（換地処分後）に共有を解消する場合 

は，１６ページの参考資料も併用してご覧くだ 

さい。 

 



区画整理を施行している地区においての共有解消の流れについて 
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－１５－ 

共有解消 

＜解説等＞ 

 実際に単独名義にしようとする

時，共有者の一人が亡くなり, 

相続人が大勢いたり，特定できない

場合，共有物分割登記を進める事に

支障を来たす場合があります。 

換地処分 

仮換地分割 仮換地指定 

（土地の表示）※共有地 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

仮換地：街区１０ 符号１，符号３，符号４，符号５ 

 

「仮換地分譲（区画整理施行中）」 「区画整理完了（換地処分）」 

（土地の表示）※単独名義 

・従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番１ 仮換地：街区１０ 符号１ 

  ・従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番２ 仮換地：街区１０ 符号３ 

  ・従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番３ 仮換地：街区１０ 符号４ 

  ・従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番４ 仮換地：街区１０ 符号５ 

※ Ａ氏が分譲（宅建業者に依頼）した結果４人で共有する 

ことになり，更にＡ氏が持分１／４を担保に銀行から融資

を受けました。 

 

参考資料 

「仮換地指定前（区画整理施行前）」 

（土地の表示）※単独名義 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

 

（土地の表示）※単独名義 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

仮換地：街区１０ 符号１，３，４，５ 

「仮換地分割（区画整理施行中）」 

（土地の表示）※単独名義 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

仮換地：街区１０ 符号１ 

区
画
整
理
施
行
前
か
ら
共
有
解
消
に
至
る
ま
で
の
土
地
の
流
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（土地の表示）※単独名義 

・換地処分後の土地：ひたちなか市◎◎一丁目３番１ 

  ・換地処分後の土地：ひたちなか市◎◎一丁目３番２ 

  ・換地処分後の土地：ひたちなか市◎◎一丁目３番５ 

  ・換地処分後の土地：ひたちなか市◎◎一丁目３番４ 

※ 共有解消に先立ち，まずは従前地を分筆登記する必要が

あるため土地家屋調査士に依頼してください。 

  従前地の分筆登記が完了しましたら，司法書士に共有を

解消するために共有物分割登記を依頼してください。 

  登記費用は，共有者で負担することになります。 

「共有解消の手続（土地家屋調査士＜分筆登記＞および

司法書士＜共有物分割登記＞に依頼）」 

「仮換地指定（区画整理施行中）」 

※ 区画整理の施行にともない，従前地１筆に対して仮換地

１筆で設定されました。 

※ Ａ氏が土地を分譲（宅建業者に依頼）する目的で，施行者に仮換

地指定変更の手続を行い，仮換地を４つに分割しました。 

＜解説等＞ 

それぞれの仮換地の使用者は 

決まっていても，実際には４つ 

の仮換地に共有持分や抵当権が 

不動産登記法上では設定されて 

いることになります。 

  



区画整理が完了した地区においての共有解消の流れについて  

◎ケース１：換地（換地処分後の土地）が現況に応じて分割されていない場合 

 

 

 

 

                                   
 

 

 

 

◎ケース２：換地（換地処分後の土地）が現況に応じて分割されている場合 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
－１６－ 

※ 換地処分に伴う区画整理登記では，土地の表示や地番，

地積の書き換えはできますが，所有権や抵当権を書き換え

ることは不動産登記法で認められておりません。 

＜解説等＞ 

換地処分の登記により，現況は仮

換地に応じて分割して登記されま

すが，所有権と抵当権はそのままの

状態です。 
換地処分 

（土地の表示）※共有地 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

仮換地：街区１０ 符号１，符号３，符号４，符号５ 

 

共
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「仮換地指定（区画整理施行中）」 「区画整理完了（換地処分）」 

（土地の表示）※共有地 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１，２，４，５ 

共有解消 

「共有解消の手続（司法書士に依頼）」 

（土地の表示）※単独所有地 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１，２，４，５ 

※ 共有者全員で単独名義にすることについて協議し，共有

者全員で司法書士に依頼（費用負担割合は共有者全員で話

し合ってください。）し，司法書士に共有物分割登記を行

ってもらいます。 

参考資料 

※ ４人で共有することになり，更にＡ氏が共有持分 

１／４を担保に銀行から融資を受けた際の例です。 

＜解説等＞ 

それぞれの仮換地の使用者は 

決まっていても，実際には４つ 

の仮換地に共有持分や持分抵当 

権が不動産登記法上では設定さ 

れていることになります。 

 
 

＜解説等＞ 

 実際に単独名義にしようとする

時，共有者の一人が失踪や亡くなり

相続人が不明または存在しない場

合，共有物分割登記を進める事に支

障を来たす場合があります。 

 

＜解説等＞ 

区画整理施行中に仮換地を分割

していなかったため，換地処分に伴

う登記でも土地が分割されないま

まの１筆で登記の書き換えがされ

てしまいます。 

＜解説等＞ 

土地の分譲者が現況に杭を埋設

して土地を処分しただけなので，仮

換地が分割されていない状態での

共有地となっています。 

共有解消 換地処分 

※ 換地処分に伴う区画整理登記では，仮換地に応じての登記し

かできませんので，仮換地の分割をしなかった場合につきまし

ては，換地（換地処分後の土地）を分割しない状態で登記され

ます。 

「仮換地指定（区画整理施行中）」 

（土地の表示）※共有地 

従前地：ひたちなか市大字◎◎字●１０００番 

仮換地：街区１０ 符号１ 

 共
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※ 元々の所有者が何らかの理由で仮換地を分

割していない状態で分譲し，現況では分割し

て使用（点線）している例です。 

「区画整理完了（換地処分）」 

（土地の表示）※共有地 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１ 

 

「共有解消の手続（土地家屋調査士＜分筆登記＞および

司法書士＜共有物分割登記＞に依頼）」 

（土地の表示）※単独所有地 

ひたちなか市◎◎一丁目３番１，２，４，５ 

※ 共有解消に先立ち，まずは換地処分後の土地（換地）を分筆登記

する必要があるため土地家屋調査士に依頼してください。 

  換地処分後の土地（換地）の分筆登記が完了しましたら，司法書

士に共有を解消するために共有物分割登記を依頼してください。 

  登記費用は，共有者で負担することになります。 

  ＜解説等＞ 

 実際に単独名義にしようとする

時，共有者の一人が失踪や亡くなり

相続人が不明または存在しない場

合，共有物分割登記を進める事に支

障を来たす場合があります。 

 


